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醸定期謡習は、1日間(6時間程度)となけります。

議5時間の講義の後、1時間の①×式の修了考査が実施されます。

麟法令に定める一定の条件を満たせば、講習機関として登録する

ことが可能です。

轟改正建築士法の施行に先立ち、平成20年5月28日以降、準備

行為として、登録議習機関の登録申請等が行えることとなって

います。

畿この見直しは、平成21年度入学生から適用されることにな')ます。

法施行時にすでに所定の学科を卒業している方、法施行時に

所定の学科に在学中の方については、経過措置として、従来の

学歴要件が適用されます。

騒現在、受験資格を有する大学・短大・高専等の教育機関に対し、

指定試験機関である(財)建築技術教育普及センターから別途

詳細をお知らせしています。(参考:http功竹悶、aeに.Orttp/)
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轟この見直しは、法施行後に行われる実務経験に関し適用される

ことにな'サます。なお、法施行時までの実務経験は法施行後も実

務経験期間としてカウントされ、法施行後の実務経験期間と合

算することとなります。

醸大学院における教育については、建築設計 (意匠設計、構造設

計、設備設計等)に関するインターンシップを必須要件として、こ

れと連携した浪習・実習等の単位取得状況に応じて実務経験

年数として算定することになる予定です。

醸平成21年試験から見直しを行います。

醸学科試験、設計製図試験の試験時間は、いずれも1日寺間程度延

長されます。

醸これらの見直しに伴い、受験手数料が見直されます。

(15,100円→19‐700円)
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醸この見直しは、平成20年試験から適用されています。
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寵平成21年5月27日以降に設計される、高度な専門能力を必要とする

一定の建築物の構造設計/設 備設計については、構造設計一級

建築士/設 備設計一級建築士の関与 (設計または法適合確認)が

義務づけられます。

轟構造設計一級建築士講習は3日間、設備設計一級建築士講習は4

日間とな'ります。それぞれの講習の最終日に、1日間の修了考査が実

施されます。

醸構造計算適合性判定資格者や建築設備士等に関し、謡習の一部

免除等の措置が講じられます。

醸法施行前に実施される「みなし講習制度」を活用し、(財)建築技術

教育普及センターが本年6月より、全国8都市で講習会を開催する予

定です。(参考:httpノ/wwwJaeic.OrJp/)
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轟平成21年5月27日以降に構造設計/設 備設計がなされた建築物か

ら適用されます。

醸構造設計一級建築士/設 備設計一級建築士が関与していない場合、

建築確認申請書は受理されません。また、工事着工も禁止されています。

岳 ※
高度な専門能力を必要とする|千定の建築物について    1器

: 《 構造設計の場合》   ■                 |‐ 増

岳 高 度な構造計算(保有水平Ⅲ力計算、限界耐力計算等)が義務づけ
―
樹

畳 ら れる建築物(建築基準法第20条第1号、第2号に該当する建築物) 増

:  !鉄 筋コンクリ
ニ‐卜造高120mセ 1鉄骨造4階建て以上、木造吉さ16Ⅲ 唱

言  超 または軒高Om超 等                   環

岳 《 設備設計の場今》   ‐  |              1唱
g  i3階 建て以上、かつt床面積5‐000m2超の建築物        1塔
岳函臨額理由騒酸由塵芭由市議醸惑法由壌騒臣歯韓政転蘭議理霞臨自由車璃瀬酸醸項理題題確題惑蔵醸‐由‐懇

⑤建築確認申請 ⑥確認済証の交付
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備設計1と蘭し、韓造表計と級建築士/設 備設計
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1関与(自ら設計するtまたは法適合確認を行う)を義務づけますと
轟■級建築士として5年以上構造設計/設備設計に従事した後、
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鞭なお、法施行時点ですでに建築士事務所の管理建築士として登

録されている方については、法施行後3年間は上記規定の適用

があ')ません。したがって、この期間内に実務経験の要件を満たし、

管理建築士講習を受講すればよいことになります。
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親また、建築基準法の中間検査・完了検査の際に提出される工事

監理の状況報告書の記載を充実させます。
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機会資本護艦審議会建築分科会基本制度部会のとりまとめを踏まえ、現在年政省令・告示策定の準備が進

められています。槻ね年以下のスケジューブレを想定しています。

今後3つのグループに分害」し、順次制定していきます。

第1弾脩月28日までに公布)

平成20年掘月28日

平成21年 5月27騒

なお、業務報酬基準 (告示1206号 )の見直しについ

ては、実態調査の結果を踏まえ、告示改正案を作成し、

秋ごろにはパブリックコメントを募集する予定です。
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第 2弾 脩月中に公布予定)

第 3弾 (朗中に公布予定)

新・建築士制度普及協議会は、本年11月28日よ'リスタートする新しい建築士

制度を円滑に施行するため、建築士制度に関係する団体が一丸となり、情報を

共有するとともに相互に連携して、新しい建築士待」度が建築士のみならず広く

国民主般↓=漠透するよう周却活動等を行うために設立された協議会をすど |

〈社)日本建築士会連合会

(■)日本建築士事務所協会連合会

(社)日本建築家協会‐

(社)建築業協会|  |

(社)日本建築学会

(社)日本建築構造技術者協会

(社)建築設備技術者協会

(財)建築技術教育普及センタ■

(財)建築行政情報センタ■  |‐ |


